
1 2012（平成24年）

1月
（睦月） JANUARY
1日・元日　9日・成人の日

確定拠出年金の掛金を企業が拠出する「企
業型」に、従業員本人の掛金拠出（企業拠出
への上乗せ）を本年１月１日から認めるも
の。拠出金額は所得控除の対象となります。
ただし、従業員本人の拠出金額は、その企業
型の拠出限度額の枠内、かつ、事業主拠出金
を超えない範囲内でなければなりません。

国　税／給与所得者の扶養控除等申告書の提出
本年最初の給与支払日の前日

国　税／報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出
1月31日

国　税／源泉徴収票の交付、提出 1月31日
国　税／12月分源泉所得税の納付（納期の特例を

受けている事業所は7〜12月分） 1月10日
上記の納期の特例適用者で、納期限の特例
に関する届出書を提出している場合 1月20日

国　税／11月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等） 1月31日

国　税／5月決算法人の中間申告 1月31日
国　税／2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 1月31日
地方税／固定資産税の償却資産に関する申告 1月31日
地方税／給与支払報告書の提出 1月31日
労　務／労働保険料の納付（第3期分） 1月31日

（労働保険事務組合委託の場合2月14日まで）

マッチング拠出

１ 月 の 税 務 と 労 務

ワンポイント
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1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

編 集 発 行 人
河 合 会 計

税 理 士
社会保険労務士河合孝彦
〒910-0019
福井市春山1丁目9番13号
TEL 0776（22）0897㈹
FAX 0776（27）6199
http ://kawai.zei-mu.com



健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
七
〇
歳

に
な
る
と
、
保
険
給
付
の
内
容
が
そ

れ
ま
で
と
異
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

特
に
ケ
ガ
や
病
気
に
な
っ
た
と
き
の

負
担
額
が
、
一
定
の
場
合
は
三
割
か

ら
一
割
に
、
こ
の
他
、
医
療
費
が
高

額
と
な
っ
た
場
合
の
負
担
額
も
軽
減

さ
れ
ま
す
。

今
回
は
、
七
〇
歳
に
な
る
ま
で
と

七
〇
歳
以
後
七
五
歳
に
な
る
ま
で
の

健
康
保
険
の
被
保
険
者
及
び
被
扶
養

者
の
給
付
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

ケ
ガ
や
病
気
に
な
り
、

治
療
を
受
け
た
と
き

a

療
養
の
給
付

被
保
険
者
ま
た
は
被
扶
養
者
が
、

ケ
ガ
や
病
気
の
治
療
を
受
け
る
に
は
、

保
険
医
療
機
関
等
の
窓
口
に
「
健
康

保
険
被
保
険
者
証
」
を
、
七
〇
歳
以

上
七
五
歳
未
満
の
者
は
こ
の
他
、
一

緒
に
「
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」

（
負
担
割
合
が
記
載
さ
れ
て
い
る
）
を

提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
直
接
医
療

サ
ー
ビ
ス
の
給
付
（
現
物
給
付
）
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を

「
療
養
の
給
付
」
と
い
い
ま
す
。

七
〇
歳
未
満
の
者
は
七
割
（
小
学

校
入
学
前
の
子
は
八
割
）、
七
〇
歳
以

上
七
五
歳
未
満
の
高
齢
者
に
つ
い
て

は
現
役
並
み
所
得
者
が
七
割
、
現
役

並
み
所
得
者
以
外
の
一
般
が
九
割
給

付
で
す
。

現
役
並
み
所
得
者
と
は
、
療
養
の

給
付
を
受
け
る
月
の
標
準
報
酬
月
額

が
二
八
万
円
（
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
の
場
合
は
、
課
税
所
得
が
一

四
五
万
円
）
以
上
の
者
を
い
い
ま
す
。

た
だ
し
、
標
準
報
酬
月
額
が
二
八
万

円
以
上
で
あ
っ
て
も
被
保
険
者
及
び

そ
の
被
扶
養
者
（
七
〇
歳
到
達
月
の

翌
月
以
後
で
あ
る
高
齢
受
給
者
に
限

る
）
の
年
収
が
五
二
〇
万
円
未
満
、

被
扶
養
者
が
い
な
い
場
合
は
三
八
三

万
円
未
満
の
人
に
つ
い
て
は
、
一
般

と
し
て
一
割
負
担
で
治
療
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

仮
に
、
三
割
負
担
の
「
健
康
保
険

高
齢
受
給
者
証
」
が
届
い
た
人
で
も
、

一
割
負
担
に
な
る
と
思
わ
れ
る
高
齢

者
は
、
同
封
さ
れ
て
い
る
年
収
確
認

の
た
め
の
書
類
に
必
要
事
項
を
記
入

し
て
協
会
け
ん
ぽ
宛
に
返
送
す
る
と
、

協
会
け
ん
ぽ
が
再
計
算
し
、
そ
の
結

果
一
割
負
担
で
済
む
場
合
は
、「
一
割
」

と
記
載
さ
れ
た
高
齢
受
給
者
証
が
再

交
付
さ
れ
ま
す
。

s

訪
問
看
護
療
養
費

主
治
医
の
指
示
に
も
と
づ
い
て
指

定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
療
養
上
の

世
話
や
必
要
な
診
療
の
補
助
等
の
訪

問
看
護
を
受
け
た
と
き
に
は
、
そ
の

指
定
訪
問
看
護
に
か
か
っ
た
費
用
が

訪
問
看
護
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ

ま
す
。

支
給
額
は
療
養
の
給
付
と
同
じ
で

す
が
、
看
護
師
等
の
交
通
費
や
お
む

つ
代
な
ど
は
実
費
負
担
、
利
用
者
が

営
業
日
外
・
営
業
時
間
外
の
訪
問
看

護
を
希
望
し
た
場
合
は
、
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
別
途
定
め
た
利
用

料
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

d

保
険
外
併
用
療
養
費

健
康
保
険
で
は
、
保
険
が
適
用
さ

れ
な
い
療
養
を
受
け
る
と
、
保
険
が

適
用
さ
れ
る
療
養
に
か
か
る
費
用
も

含
め
て
、
医
療
費
の
全
額
が
自
己
負

担
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
保
険
外
診

療
を
受
け
る
場
合
で
も
、
評
価
療
養

（
先
進
医
療
等
保
険
給
付
の
対
象
と
す

べ
き
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、

適
正
な
医
療
の
効
率
的
な
提
供
を
図

る
観
点
か
ら
評
価
を
行
う
こ
と
が
必

要
な
療
養
）
と
選
定
療
養
（
被
保
険

者
が
希
望
し
た
場
合
の
特
別
の
病
室

の
提
供
等
）
に
つ
い
て
は
保
険
診
療

と
の
併
用
を
認
め
、
診
療
、
検
査
、

投
薬
等
通
常
の
費
用
に
つ
い
て
は
保

険
診
療
に
準
じ
た
保
険
給
付
が
行
わ

れ
ま
す
。

な
お
、
療
養
に
か
か
る
費
用
は
、

医
療
の
種
類
や
病
院
に
よ
り
異
な
り

ま
す
の
で
、
事
前
に
確
認
す
る
と
よ

い
で
し
ょ
う
。

f

療
養
費

療
養
の
給
付
等
を
行
う
こ
と
が
困

難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
と
き
や
緊

急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ

り
保
険
医
療
機
関
等
以
外
の
病
院
等

に
お
い
て
、
自
費
で
治
療
等
を
受
け

た
場
合
で
あ
っ
て
、
保
険
者
が
や
む

を
得
な
い
と
認
め
た
と
き
に
は
、
療

養
の
給
付
に
代
え
て
療
養
費
が
支
給

さ
れ
ま
す
。
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医
療
費
等
が

高
額
と
な
っ
た
と
き

a

高
額
療
養
費

一
カ
月
の
保
険
診
療
に
か
か
る
医

療
費
が
下
表
の
自
己
負
担
限
度
額
を

超
え
た
と
き
に
、
そ
の
超
え
た
額
が

高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

保
険
診
療
以
外
は
、
全
額
自
己
負
担

と
な
り
ま
す
。

な
お
、
窓
口
負
担
を
軽
減
し
た
い
と

き
は
、
事
前
に
現
物
給
付
の
手
続
を

す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

s

高
額
介
護
合
算
療
養
費

医
療
費
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
年

間
（
八
月
か
ら
翌
年
七
月
ま
で
）
の

合
計
額
が
下
表
の
自
己
負
担
限
度
額

を
超
え
た
と
き
に
、
そ
の
超
え
た
額

が
高
額
介
護
合
算
療
養
費
と
し
て
支

給
さ
れ
ま
す
。

入
院
し
た
と
き

a

入
院
時
食
事
療
養
費

被
保
険
者
等
（
下
記
s
を
除
く
）

が
入
院
し
、
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話

そ
の
他
の
看
護
と
併
せ
て
食
事
療
養

が
行
わ
れ
た
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

患
者
が
負
担
す
る
食
事
代
（
一
食
二

六
〇
円
。
低
所
得
者
に
は
軽
減
措
置

が
あ
る
）
を
食
事
療
養
標
準
負
担
額

と
い
い
、
残
り
が
入
院
時
食
事
療
養

費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

s

入
院
時
生
活
療
養
費

六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
が
療
養
病

床
に
入
院
し
、
療
養
の
給
付
と
併
せ

て
生
活
療
養
を
受
け
た
と
き
に
、
特

定
長
期
入
院
被
保
険
者
と
し
て
、
生

活
療
養
標
準
負
担
額
（
食
事
代
と
水

道
光
熱
費
の
こ
と
で
、
患
者
が
負
担

す
る
も
の
）
を
除
い
た
額
が
入
院
時

生
活
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
六
五
歳
以
上
で
も
短
期
入
院

の
場
合
は
、
食
事
代
の
負
担
だ
け
で

済
み
ま
す
。

そ
の
他
の
給
付

a

傷
病
手
当
金

私
傷
病
の
療
養
の
た
め
、
労
務
不

能
と
な
り
、
継
続
し
た
三
日
間
の
待

期
期
間
を
完
成
し
た
と
き
に
、
労
務

不
能
と
な
っ
た
日
の
四
日
目
か
ら
、

一
日
に
つ
き
標
準
報
酬
日
額
の
三
分

の
二
相
当
額
（
支
給
期
間
は
支
給
開

始
か
ら
一
年
六
カ
月
が
限
度
）
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

s

移
送
費

治
療
の
た
め
病
院
等
に
移
送
さ
れ

た
場
合
で
あ
っ
て
、
保
険
者
が
必
要

で
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
限
り
、
最

も
経
済
的
な
通
常
の
経
路
及
び
方
法

に
よ
り
移
送
さ
れ
た
場
合
の
費
用
の

範
囲
内
で
実
費
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
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ケ
ガ
や
病
気
が
原
因
で
障
害
の
状

態
と
な
っ
た
と
き
は
、
国
か
ら
支
給

さ
れ
る
障
害
給
付
（
障
害
厚
生
年

金
・
障
害
基
礎
年
金
）
と
は
別
に
、

市
区
町
村
か
ら
医
療
費
が
助
成
さ
れ

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

患
者
は
、
市
区
町
村
か
ら
指
定
さ

れ
た
医
師
に
身
体
障
害
者
用
の
診
断

書
を
書
い
て
も
ら
い
市
区
町
村
に
提

出
す
る
と
、
市
区
町
村
は
そ
れ
に
基

づ
き
障
害
等
級
に
該
当
す
る
程
度
の

障
害
の
状
態
に
あ
る
か
否
か
を
判
断

し
ま
す
。
一
定
の
障
害
の
状
態
に
あ

る
と
認
定
し
た
場
合
に
は
、
身
体
障

害
者
手
帳
を
交
付
し
て
、
医
療
費
の

全
額
を
無
料
と
す
る
等
の
助
成
を
行

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
場
合
の
障
害
認
定
日
（
原
則

的
に
は
初
診
日
か
ら
一
年
六
カ
月
経

過
後
）
は
指
定
医
の
判
断
と
な
り
ま

す
の
で
、
相
談
す
る
と
よ
い
で
し
ょ

う
。

生活保護制度

生活保護制度は、生活困窮者に対し必
要な保護を行い、健康で文化的な最低限
度の生活を保障するとともに、自立の助
長を目的として実施されています。

保護の種類は次の８種類で、生活を営
む上で必要な費用が支給されます。

① 生活扶助（食費・被服費・光熱費
等日常生活に必要な費用）

② 住宅扶助（住居の提供、家屋の補
修費）

③ 教育扶助（義務教育を受けるため
に必要な学用品費）

④ 医療扶助（医療サービスの費用…
全額現物給付で本人の負担はない）

⑤ 介護扶助（介護サービスの費用…全
額現物給付で本人の負担はない）

⑥　出産扶助（出産費用）
⑦ 生業扶助（就労に必要な資金、器
具、技能の修得等にかかる費用）

⑧　葬祭扶助（葬祭費用）

求職者支援制度

早期の就職を支援することを目的に、恒
久的なセーフティネットの制度として、失
業等給付を受給できない下記に該当する特
定求職者に対し、無料の職業訓練や職業訓
練受講給付金を支給する「求職者支援制度」
が平成23年10月１日からスタートしまし
た。

①　雇用保険に加入できなかった者
② 雇用保険受給中に再就職できないま
ま、支給が終了した者

③ 雇用保険の加入期間が足りないた
め、雇用保険を受けられない者

④　自営廃業者
⑤ 学卒未就職者（就職先が決まらない
まま高校・大学等を卒業した者）

具体的な支援制度は、次のとおりです。
a 訓練制度

訓練には、求職者支援訓練と公共職業
訓練があります。

求職者支援訓練は、就職に必要な基本
的能力を習得するための「基礎コース」
と、IT等特定の職種の職務遂行に必要な
実践的能力を習得するための「実践コー
ス」を用意し、厚生労働省の認定を受け
た民間訓練機関が実施します。受講料は
無料で（テキスト代等は実費負担）、訓
練期間は３〜６カ月です。

公共職業訓練は、特定の職業に必要な、
より専門的な知識・技能を習得するため
の訓練で、国や都道府県が設置する職業
訓練校や専修学校などの民間教育訓練機
関等で行われます。

s 職業訓練受講給付金
訓練期間中、本人や世帯の収入・資産

等、受講状況、就職への意思等の要件を
満たす求職者に、原則として最長１年を
限度に月額10万円の職業訓練受講給付金
と通所手当（交通費）が支給されます。

さらに、訓練開始前後及び訓練期間中
に、ハローワークが訓練受講者個々に対
し就職支援を行います。

医
療
費
の
助
成
制
度


